
                              

 

 

吉津小学校の気象「警報」発表時の対応(令和６年度４月改訂版) 
 登下校への対応に該当する警報 

 「丹後（宮津市）」 あるいは  「京都府北部（宮津市を含む）」  における 

警報 （ただし波浪・高潮を除く）  特別警報 

【登校までに上記の警報が出ている場合】いずれの場合も学校から連絡はしません 

自 宅

待機 

午前６時 30分の時点で 上記の警報が発表されている場合は、自宅待機 

 

 

登 

 

 

校 

①午前６時 30分から午前７時 

までに解除された場合 

通常通り登校します。(バス７時 54 分) 

※給食はあります。 

②午前７時から午前８時ま

でに解除された場合 

各地区の集合場所に午前８時 40 分に集合(バス８時

54 分)し、登校します。※給食はあります。 

③午前８時から午前 10 時 30 分 

までに解除された場合 

各地区の集合場所に 午後 1 時に集合（バス 13 時 00

分）し登校します。昼食を食べてから登校します。 

臨 時

休校 

④午前 10 時 30 分の時点で

継続中の場合 

臨時休校とします。登校させないでください。翌日

（次の授業日）は、学級から出ている時間割のとお

りに準備をして登校してください。 

※バスの運行状況により、別途対応していただくことがあります。その際は、個々に学校

から連絡します。 

※登校途中で「警報発表」を知った場合は、そのまま登校し、学校から付き添い下校等の

対応をします。 

 

【在校中に上記の警報が出た場合】 

※学校からの連絡は、緊急メール、スクリレ、ホームページのみとします。上記の「警報

発表」が判断の基準となります。朝の天気予報等で「警報発表」が想定できる場合は、

緊急下校となる心づもりをお願いします。「緊急時下校･引き渡しカード」に記入いた

だいたとおりに対応します。 

◆災害の規模により下校できない状況であれば、全員学校に待機させることもあります

のでご了承ください。 

◆下校できる状況であれば、警報発表後できるだけ速やかに下校させます。 

① 教員付き添いで地区ごとに下校します。 

もし、家に入ることができない状況があれば付き添いの教員が学校まで連れて帰

ります。その場合のみ、個別に学校待機の連絡をします。 

② 学校待機児童のご家庭は、保護者の速やかなお迎えをお願いします。（警報発表か 

 ら２時間以内を目安に、職員玄関まで） 

 

保存版（年間を通して、下記のとおり確認してください。） 


